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紹
介
と
批
評

穐
塗
訳

『
一
法
律
家
の
生
涯
』

ー
P
・
」
。

ア
ン
ゼ
ル
ム
・
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ハ
伝
1

（
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
著
作
集
第
七
巻
）

　
一
　
わ
が
国
で
フ
ォ
ィ
エ
ル
バ
ッ
ハ
と
い
う
と
、
普
通
に
は
、
マ
ル
ク
ス
や

エ
ン
ゲ
ル
ス
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
無
神
論
の
哲
学
者
い
＆
且
咬
卜
民
冨
諺

問
窪
零
鼠
魯
（
一
〇。
震
∴
o
。
認
）
が
思
い
お
こ
さ
れ
る
。
「
人
は
そ
の
食
す
る
所
の
も

の
な
り
　
（
U
零
馨
房
号
一
豊
毛
器
畦
ま
σ
。
）
」
と
い
う
よ
く
知
ら
れ
た
警
句
は
、

こ
の
人
の
筆
か
ら
出
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
だ
が
、
法
律
家
は
、
も
う
一
人
の
別
の
フ
ォ
ィ
エ
ル
バ
ッ
ハ
を
知
つ
て
い

る
。
心
理
的
強
制
の
理
論
に
基
づ
く
刑
罰
“
一
般
予
防
説
を
と
な
え
、
罪
刑
法

定
主
義
を
確
立
し
て
、
客
観
主
義
の
刑
法
理
論
を
組
織
し
、
「
近
代
刑
法
学
の

創
始
者
」
と
い
わ
れ
る
評
三
魯
鼠
喜
＞
房
①
ぎ
＜
8
字
ま
甚
琴
『
を
、
法

学
の
教
科
書
が
刑
法
理
論
の
歴
史
か
ら
逸
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る

（
団
藤
刑
法
綱
要
総
論
一
六
頁
）
。
「
法
律
な
け
れ
ば
刑
罰
な
し
（
Z
巨
・
℃
8
罫
ω
ぎ
Φ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
六
　
　
　
（
九
二
六
）

一
貴
ε
」
と
い
う
有
名
な
公
式
は
、
「
ラ
テ
ン
語
で
表
現
さ
れ
て
い
る
が
、
ロ
ー

マ
法
起
源
の
も
の
で
は
な
」
く
、
P
・
J
・
フ
ォ
ィ
エ
ル
バ
ッ
ハ
が
一
九
世
紀

に
作
り
だ
し
た
表
現
で
あ
つ
た
（
同
上
三
一
頁
、
三
二
頁
）
。
彼
に
ょ
れ
ば
、
刑

法
は
「
犯
罪
者
か
ら
市
民
を
守
る
だ
け
で
は
な
く
国
家
権
力
か
ら
の
市
民
の
擁

護
を
も
実
現
し
、
犯
罪
者
か
ら
国
家
を
守
る
に
と
ど
ま
ら
ず
犯
罪
者
を
も
国
家

か
ら
守
」
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
　
（
本
書
一
ω
㎝
頁
）
．
法
律
と
い
う
か
よ
う
な

「
第
一
の
限
界
と
な
ら
ん
で
国
家
的
刑
罰
権
へ
の
第
二
の
限
界
は
行
為
で
あ
る
．

・
・
”
人
格
は
考
慮
に
い
れ
ず
に
”
た
だ
、
法
侵
害
の
多
寡
に
よ
っ
て
の
み
刑

罰
が
と
り
お
こ
な
わ
る
べ
き
こ
と
」
が
要
求
さ
れ
る
．
且
つ
、
第
三
に
、
評
価

は
「
厳
密
に
刑
法
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
…
…
。
刑
法
に
か
か
わ
り
の
あ
る

の
は
、
背
徳
で
も
背
教
で
も
な
く
て
、
も
つ
ば
ら
法
を
犯
す
と
い
う
こ
と
で
あ

る
」
（
同
頁
）
。
「
時
の
歴
史
に
よ
つ
て
に
な
わ
れ
た
法
治
国
の
理
念
」
に
適
合

し
、
彼
の
刑
法
教
科
書
は
、
二
四
版
を
重
ね
、
一
九
世
紀
半
ば
ま
で
、
刑
法

に
お
け
る
大
学
の
授
業
を
支
配
」
し
（
零
頁
、
9
頁
）
、
彼
の
学
説
は
　
「
第
一

九
世
紀
の
前
半
を
通
じ
て
、
ド
イ
ツ
の
刑
法
学
界
を
風
靡
し
た
の
で
あ
つ
た
」

（
団
藤
一
六
頁
）
。
同
時
に
、
し
か
し
、
P
・
」
・
フ
ォ
ィ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
は
、

立
法
上
に
も
、
大
き
な
功
績
を
帰
せ
し
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
八
二
二
年

の
バ
イ
エ
ル
ン
刑
法
典
は
彼
の
縷
骨
の
苦
心
に
よ
つ
て
成
っ
た
も
の
だ
か
ら
で

あ
る
．
こ
の
刑
法
典
は
、
「
た
と
い
い
か
な
る
批
判
を
加
え
う
る
に
も
せ
よ
、
ま

た
そ
の
後
加
え
ら
れ
た
に
も
せ
よ
、
と
く
に
そ
の
形
式
、
法
律
用
語
、
法
律
技

術
の
点
で
偉
大
で
あ
り
画
期
的
で
あ
り
模
範
的
で
あ
」
つ
た
（
本
書
一
逡
頁
）
。

「
バ
イ
エ
ル
ン
以
外
で
も
こ
の
法
典
は
熱
狂
的
に
受
け
容
れ
ら
れ
た
。
オ
ル
デ

ブ
ル
ク
は
一
八
一
四
年
わ
ず
か
な
変
更
を
加
え
て
早
く
も
そ
れ
を
自
己
の
刑
法



典
に
し
た
。
す
べ
て
の
ド
イ
ッ
諸
州
の
刑
法
草
案
・
刑
法
典
お
よ
び
ス
イ
ス
の

若
干
の
州
の
そ
れ
は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ハ
の
草
案
の
影
響

を
う
け
て
い
た
。
外
国
に
お
い
て
も
、
一
八
一
〇
年
の
フ
ラ
ン
ス
刑
法
典
と
競

い
あ
い
、
成
果
を
あ
げ
な
い
で
も
な
か
つ
た
」
．
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、
ギ
リ
シ
ャ
、

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
な
ど
は
、
或
時
期
、
或
る
形
に
お
い
て
、
こ
の
刑
法
典
の
影
響

下
に
あ
つ
た
（
ω
ミ
頁
）
。
こ
う
し
て
歴
史
に
刻
み
目
を
残
し
た
男
、
そ
れ
が

P
・
J
・
フ
ォ
ィ
エ
ル
バ
ッ
ハ
で
あ
る
。

　
前
記
・
哲
学
者
L
・
フ
ォ
ィ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
、
こ
の
法
律
学
者
P
・
」
・
フ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ク
ノ
ス
ト
ロ

ォ
ィ
エ
ル
バ
ッ
ハ
か
ら
生
ま
れ
た
。
ハ
ム
ブ
ル
ク
が
中
央
停
車
場
近
く
の
美
術

ハ
レ館

に
有
名
な
「
マ
ン
ド
リ
ン
を
ひ
く
女
」
を
展
示
し
て
記
念
し
、
ミ
ュ
ン
ヒ
ェ

ン
が
イ
：
ザ
ル
河
近
く
の
シ
ャ
ッ
ク
伯
記
念
画
廊
に
代
表
作
「
メ
デ
ー
ア
ー
」

そ
の
他
を
所
蔵
し
て
愛
惜
す
る
、
ド
イ
ッ
御
自
慢
の
画
家
＞
拐
Φ
ぎ
男
鶏
霧
－

冨
魯
（
一
〇。
譜
－
一
〇。
o

。
O
）
も
．
ま
た
、
法
律
家
フ
ォ
ィ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
孫
の
一
人
で

あ
り
、
哲
学
者
フ
ォ
ィ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
と
つ
て
は
、
そ
の
甥
に
あ
た
る
。
「
数
代

に
わ
た
る
遺
伝
を
論
ず
る
と
き
」
に
も
、
「
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ハ
一
家
は
、
そ
の

す
ぐ
れ
た
ヶ
ー
ス
の
一
つ
と
し
て
、
常
に
引
用
さ
れ
る
の
を
例
と
す
る
」
（
序

O
頁
）
の
で
あ
る
。

　
二
　
P
・
」
・
フ
ォ
ィ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
、
一
七
七
五
年
、
イ
ェ
ー
ナ
近
郊
ハ

イ
ニ
ヒ
ェ
ン
（
現
在
東
独
）
で
生
ま
れ
た
．
父
親
は
、
の
ち
に
弁
護
士
を
開
業

し
た
二
〇
歳
の
法
科
大
学
生
、
母
親
は
、
イ
ェ
ー
ナ
市
の
小
役
人
の
娘
で
当
時

二
三
歳
、
ふ
た
り
の
間
に
は
ま
だ
正
式
の
婚
姻
が
な
か
つ
た
。
彼
等
は
フ
ォ
ィ

エ
ル
パ
ッ
ハ
ニ
歳
の
年
に
結
婚
を
登
録
、
家
族
が
一
緒
に
暮
ら
す
よ
う
に
な
つ

た
の
は
更
に
そ
れ
か
ら
暫
く
し
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
つ
た
。
両
親
の
膝
下
で
フ

　
　
　
紹
介
と
批
評

ラ
ン
ク
フ
ル
ト
に
過
ご
し
た
十
数
年
の
少
年
時
代
は
、
必
ず
し
も
暖
く
倖
せ
な

も
の
で
は
な
か
つ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
歳
一
七
の
秋
、
フ
ォ
ィ
エ
ル
バ
ッ
ハ

は
、
「
父
に
よ
つ
て
他
の
あ
る
婦
人
が
自
分
の
母
親
よ
り
も
愛
さ
れ
る
の
を
傍

観
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
。
こ
の
婦
人
と
口
論
の
さ
い
、
彼
の
苦
労
し
て

我
慢
し
、
毎
日
新
た
に
は
ぐ
く
ん
で
い
た
憤
懸
が
激
情
的
に
、
か
つ
激
し
く
爆

発
し
た
。
彼
は
我
を
忘
れ
て
婦
人
の
顔
を
な
ぐ
つ
た
。
こ
の
手
の
速
い
行
為
が

彼
の
運
命
を
決
定
し
た
。
息
子
は
父
親
の
面
前
に
出
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ

た
。
－
…
か
く
て
彼
は
、
両
親
の
家
を
離
れ
、
ふ
た
た
び
そ
こ
に
も
ど
ら
な
か

っ
た
」
（
本
書
一
一
頁
）
。

　
一
七
九
二
年
の
暮
、
フ
ォ
ィ
エ
ル
パ
ッ
ハ
は
、
絢
燭
た
る
教
授
陣
を
誇
り
そ

の
最
盛
期
に
あ
つ
た
イ
ェ
ー
ナ
大
学
に
入
学
し
た
（
一
七
歳
）
。
彼
は
、
こ
こ

で
、
何
よ
り
も
、
「
ラ
イ
ン
ホ
ル
ト
の
哲
学
史
、
論
理
学
、
形
而
上
学
、
美
学

の
講
義
を
聴
講
し
た
。
彼
は
ラ
イ
ン
ホ
ル
ト
に
よ
つ
て
、
哲
学
、
こ
と
に
カ
ン

ト
哲
学
に
魅
了
さ
れ
た
」
（
ω
。
頁
）
。
早
く
も
一
七
九
四
年
の
暮
に
は
処
女
論
文

「
自
然
の
状
態
に
つ
い
て
」
が
発
表
さ
れ
る
が
（
一
九
歳
）
、
す
ぐ
こ
れ
に
続
く

三
つ
の
論
文
と
と
も
に
、
こ
れ
は
、
フ
ォ
ィ
エ
ル
バ
ッ
ハ
初
期
の
志
が
哲
学
に

向
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
証
明
す
る
。
し
か
し
、
ラ
イ
ソ
ホ
ル
ト
の
影
響
は
、

彼
を
し
て
、
法
哲
学
の
問
題
に
も
特
別
な
注
意
を
向
け
し
め
、
法
の
概
念
を
扱

っ
た
一
つ
の
論
文
が
執
筆
せ
ら
れ
た
の
ち
、
一
七
九
五
年
（
二
〇
歳
の
年
）
に

出
現
し
た
フ
ォ
ィ
エ
ル
バ
ッ
ハ
最
初
の
著
作
は
、
『
自
然
法
の
存
在
と
妥
当
性

に
反
対
す
る
唯
一
可
能
な
証
明
根
拠
に
っ
い
て
』
と
題
せ
ら
れ
て
い
た
。

　
そ
の
頃
、
彼
は
、
二
歳
年
長
の
城
番
の
娘
工
ー
フ
ァ
・
ウ
ィ
ル
ヘ
ル
ミ
ー

ネ
・
ト
レ
ー
ス
タ
ア
を
愛
し
た
。
「
ミ
ン
ナ
よ
、
私
は
貴
女
を
愛
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
七
　
　
　
（
九
二
七
）



　
　
　
紹
介
と
批
評

：
：
・
貴
女
な
し
に
は
生
き
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
…
…
ミ
ン
ナ
よ
、
私
は
夢

中
だ
」
（
畠
頁
）
．
実
は
、
城
番
を
し
て
い
た
彼
女
の
父
は
、
ザ
ク
セ
y
“
ワ
イ

マ
ー
ル
大
公
エ
ル
ン
ス
ト
・
ア
ウ
グ
ス
ト
の
落
胤
で
あ
っ
た
。
従
つ
て
、
彼
女

の
う
ち
に
は
、
「
ゲ
ー
テ
の
仕
え
た
ヵ
ー
ル
・
ア
ウ
グ
ス
ト
大
公
と
同
じ
血
が
流

れ
て
い
た
の
で
あ
る
」
（
亀
頁
×
カ
ー
ル
は
エ
ル
ン
ス
ト
の
孫
に
あ
た
る
、
蹟
ω
9

頁
）
．
彼
女
は
「
た
ん
に
家
庭
教
育
し
か
身
に
つ
け
ず
、
村
の
学
校
を
卒
え
た
だ

け
で
は
あ
つ
た
が
、
身
に
つ
い
た
良
識
を
も
ち
、
生
活
や
読
書
が
も
た
ら
し
た

さ
ま
ざ
ま
な
刺
激
に
つ
い
て
、
軽
快
な
理
解
力
を
も
つ
て
い
た
。
・
…
・
彼
女
は

な
ん
ら
破
綻
の
な
い
生
活
統
一
、
朗
ら
か
な
安
ら
ぎ
、
自
然
的
な
豊
か
さ
を
体

現
し
て
い
た
」
（
琶
頁
）
．
最
初
の
著
書
の
翌
年
、
フ
ォ
ィ
エ
ル
パ
ッ
ハ
第
二
の

著
作
『
自
然
法
批
判
』
公
刊
の
九
箇
月
の
ち
に
、
ふ
た
り
の
間
に
は
「
健
康

な
、
容
姿
の
い
い
子
供
」
が
生
ま
れ
た
が
（
畠
頁
）
、
嬰
児
を
儲
け
た
こ
の
男

女
が
正
式
に
結
婚
し
た
の
は
、
更
ド
て
れ
よ
り
一
年
七
箇
月
の
ち
の
こ
と
で
あ

つ
た
（
誤
頁
）
。

　
父
親
に
な
る
前
後
か
ら
、
フ
ォ
ィ
エ
ル
パ
ッ
ハ
は
、
研
究
の
対
象
を
、
哲
学

か
ら
法
学
へ
切
換
え
た
。
の
ち
に
息
子
に
与
え
た
手
紙
の
な
か
で
、
彼
は
、
「
お

ま
え
の
お
母
さ
ん
と
お
ま
え
と
を
養
な
う
た
め
に
、
哲
学
よ
り
も
速
く
、
仕
事

と
収
入
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
学
科
に
手
を
つ
け
る
必
要
が
あ
つ
た
。
そ
こ
で

私
は
、
急
で
は
あ
る
が
、
し
つ
か
り
し
た
決
意
で
も
つ
て
、
愛
す
る
哲
学
か
ら

厭
う
べ
き
法
学
に
転
向
し
た
」
と
い
つ
て
い
る
が
（
臼
頁
）
、
既
に
法
哲
学
に

関
心
を
も
ち
、
早
く
か
ら
法
学
部
に
も
フ
ー
フ
ェ
ラ
ン
ト
と
い
う
畏
敬
す
る
人

物
を
見
出
し
て
い
た
彼
に
と
つ
て
、
こ
の
転
向
は
、
決
し
て
不
自
然
で
は
な
か

つ
た
で
あ
ろ
う
．
彼
は
、
今
や
、
「
鉄
の
よ
う
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
て
法
学
研
究
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
八
　
　
　
（
九
二
八
）

身
を
捧
げ
た
」
（
竃
頁
）
．
学
ぶ
こ
と
二
年
、
哲
学
的
か
つ
法
学
的
な
第
三
・
第

四
の
著
作
と
、
一
、
二
の
刑
法
に
関
す
る
論
稿
の
の
ち
、
『
自
由
の
抑
圧
さ
れ

た
生
活
に
よ
る
軽
減
事
由
』
と
い
う
論
文
で
、
法
学
博
士
の
学
位
を
獲
得
、
そ

の
三
箇
月
の
ち
の
一
七
九
九
年
四
月
に
は
、
早
く
も
浩
瀬
な
刑
法
の
著
作
『
実

定
刑
法
の
原
理
お
よ
び
根
本
概
念
の
省
察
・
第
一
篇
』
を
公
刊
し
て
、
み
ご
と

に
転
向
を
完
成
し
た
。
「
博
士
の
学
位
授
与
は
同
時
に
“
い
か
な
る
と
き
で
も

彼
に
教
壇
が
開
か
れ
る
で
あ
ろ
う
”
と
い
う
約
束
を
含
ん
で
い
る
。
フ
ォ
イ
エ

ル
バ
ハ
は
法
学
の
博
士
と
同
時
に
」
イ
ェ
ー
ナ
大
学
の
「
私
講
師
に
な
つ
た
」
。

彼
は
』
七
九
九
年
夏
学
期
を
は
じ
め
と
し
て
、
講
義
を
開
始
し
た
の
で
あ

る
」
（
O
一
頁
）
．
時
に
年
齢
は
二
三
歳
。

　
グ
・
ー
ル
マ
ン
と
の
論
争
を
通
じ
、
こ
れ
に
優
勝
し
て
、
フ
ォ
ィ
エ
ル
バ
ッ

ハ
が
彼
の
刑
法
理
論
を
不
動
の
も
の
と
し
た
の
は
、
・
て
の
私
講
師
時
代
に
お
い

て
で
あ
つ
た
．
「
刑
法
法
規
は
刑
法
の
附
随
現
象
で
あ
り
、
刑
法
の
決
定
的
な

目
的
は
行
刑
の
な
か
で
実
現
さ
れ
る
」
と
相
手
方
が
い
う
の
に
対
し
て
、
「
刑

法
法
規
が
主
な
の
で
あ
つ
て
、
行
刑
は
刑
法
の
た
め
に
の
み
存
す
る
」
と
彼
は

主
張
し
た
（
。
㎝
頁
）
．
そ
れ
は
、
同
年
生
ま
れ
の
若
い
学
者
の
間
で
戦
わ
れ
た

熱
情
に
燃
え
た
「
慌
惚
と
し
て
し
ま
う
よ
う
な
」
論
争
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
．

若
い
学
老
の
論
争
が
、
学
問
の
歴
史
を
決
定
し
た
．
前
記
『
省
察
』
の
第
二
巻
、

『
保
全
の
手
段
と
し
て
の
刑
法
』
お
よ
び
数
多
く
の
論
文
を
へ
て
、
一
八
〇
一

年
（
二
五
歳
の
時
）
に
は
『
ド
イ
ッ
刑
法
教
科
書
』
が
出
現
し
、
フ
ォ
ノ
，
ニ
ル

バ
ッ
ハ
自
身
は
、
こ
の
間
に
、
員
外
教
授
を
へ
て
、
正
教
授
に
な
っ
て
い
た
。

　
一
八
〇
二
年
（
二
六
歳
の
時
）
、
彼
は
、
招
か
れ
て
キ
ー
ル
大
学
に
移
つ
た
。

こ
こ
て
新
た
に
民
法
へ
の
関
心
が
示
さ
れ
た
ほ
か
、
「
刑
法
史
に
と
つ
て
も
、



ま
た
著
者
の
生
涯
に
と
つ
て
も
一
転
機
を
画
す
る
こ
と
に
な
つ
た
あ
の
著
書

『
ク
～
ル
・
プ
フ
ァ
ル
ツ
・
パ
イ
エ
ル
ン
州
刑
法
典
に
関
す
る
ク
ラ
イ
ン
シ
ュ

ロ
ー
ト
草
案
批
判
』
」
は
キ
ー
ル
で
執
筆
さ
れ
た
も
の
で
あ
つ
た
（
箋
頁
）
．

　
一
八
〇
四
年
（
二
八
歳
の
時
）
、
更
に
招
か
れ
て
ラ
ン
ズ
フ
ー
ト
に
移
つ
た

が
、
幾
干
も
な
く
し
て
人
と
衝
突
、
翌
五
年
、
突
如
と
し
て
彼
の
人
生
行
路
は

変
針
し
た
。
時
に
年
齢
は
三
〇
歳
。
司
法
・
警
察
部
の
員
外
枢
密
顧
問
官
補
に

任
じ
ら
れ
て
、
ミ
ュ
ン
ヒ
ェ
ン
に
移
り
、
「
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ハ
は
、
大
学
の
教

壇
を
永
遠
に
去
つ
た
」
（
一
一
①
頁
）
．

　
そ
の
後
の
官
職
の
変
転
は
目
ま
ぐ
る
し
い
。
地
位
は
あ
が
り
、
肩
書
は
重
畳

し
た
。
果
た
し
た
仕
事
は
立
法
と
司
法
と
で
あ
つ
た
。
仕
事
の
一
つ
一
つ
が
文

章
と
し
て
沈
澱
せ
し
め
ら
れ
、
彩
し
い
著
書
と
論
文
が
山
を
な
し
た
。
中
で
特

に
あ
げ
る
べ
き
も
の
は
、
一
八
○
八
年
（
三
二
歳
）
の
『
重
要
刑
事
事
件
集
』

の
公
刊
、
一
八
一
二
年
（
三
六
歳
）
の
『
立
法
論
文
集
』
の
公
刊
、
一
八
コ
ニ

年
（
三
七
歳
）
　
の
貴
族
名
簿
登
録
と
バ
イ
エ
ル
ン
刑
法
典
の
完
成
・
公
布
、
一

八
一
四
年
（
三
八
歳
）
の
バ
ン
ベ
ル
ク
控
訴
院
第
二
長
官
就
任
、
一
八
一
七
年

（
四
一
歳
）
の
ア
ン
ス
バ
ッ
ハ
控
訴
院
長
官
へ
の
就
任
、
　
一
八
一
九
年
（
四
三

歳
）
の
騎
士
叙
任
、
～
八
二
一
年
（
四
五
歳
）
の
『
公
開
主
義
お
よ
び
口
頭
主

義
』
の
公
刊
、
一
八
二
五
年
（
四
九
歳
）
の
『
フ
ラ
ン
ス
の
裁
判
所
構
成
と
裁

判
手
続
』
の
公
刊
、
な
ど
で
あ
ろ
う
。
こ
の
間
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
、
ナ

ネ
ッ
テ
・
ブ
ル
ン
ネ
ル
と
八
年
間
の
内
縁
関
係
を
も
ち
、
彼
女
の
死
去
ま
で
、

五
年
問
（
四
六
歳
ま
で
）
、
妻
と
は
別
居
の
生
活
を
つ
づ
け
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
の
仕
事
の
背
後
に
、
「
彼
の
学
問
的
全
生
涯
を
つ
う
じ
て
つ
き
ま
と

っ
て
い
た
仕
事
」
、
す
な
わ
ち
大
規
模
な
比
較
法
の
研
究
が
あ
つ
た
（
b
。
o。
㎝
頁
）
。

　
　
　
紹
介
と
批
評

或
時
は
「
彼
の
公
用
の
メ
モ
の
な
か
に
」
「
ビ
ル
マ
の
都
市
イ
メ
ラ
ポ
ウ
ラ
や

オ
タ
ヒ
チ
の
世
襲
貴
族
ま
で
も
が
迷
い
こ
ん
で
い
た
」
し
（
拐
①
頁
）
、
ま
た
或

時
に
は
「
自
分
は
ヒ
ン
ズ
！
の
法
体
系
に
つ
い
て
の
仕
事
に
は
げ
ん
で
い
る
」

と
手
紙
に
書
い
た
（
卜
⊃
o
。
刈
頁
）
。
彼
は
、
「
比
較
法
学
が
の
ち
に
発
展
し
て
い
っ

た
二
っ
の
枝
、
す
な
わ
ち
、
一
つ
に
は
法
政
策
的
意
図
で
近
代
法
を
比
較
す
る

こ
と
、
も
う
一
っ
に
は
も
つ
ば
ら
理
論
的
な
興
味
の
人
類
学
的
法
学
を
比
較
す

る
こ
と
に
、
均
等
に
奉
仕
し
た
」
（
卜
⊃
o。
o

。
頁
）
．
こ
れ
こ
そ
は
「
当
然
彼
の
ラ
イ

フ
・
ワ
～
ク
と
な
る
は
ず
で
あ
つ
た
」
が
（
鵠
㎝
頁
）
、
「
そ
の
課
題
は
あ
ま
り

に
も
巨
大
で
あ
り
、
当
時
の
補
助
手
段
は
あ
ま
り
に
も
と
ぽ
し
か
つ
た
」
。
あ

と
に
は
、
遺
憾
な
こ
と
に
、
「
未
完
の
作
品
の
雄
大
な
残
骸
」
が
残
さ
れ
る
に

と
ど
ま
つ
た
の
で
あ
る
（
鱒
8
頁
）
。

　
晩
年
の
彼
の
心
を
捉
え
た
も
の
に
、
自
然
児
カ
ス
パ
ル
・
ハ
ウ
ザ
ア
の
出
現

が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
素
姓
の
知
れ
な
い
捨
児
で
あ
っ
て
、
一
八
二
八
年
ニ
ュ

ル
ン
ベ
ル
ク
に
現
れ
、
打
見
た
と
こ
ろ
、
外
界
か
ら
遮
断
し
密
室
で
育
て
ら
れ

た
少
年
と
思
わ
れ
た
．
詐
欺
師
だ
と
い
う
者
も
あ
れ
ば
、
高
貴
の
出
身
だ
と
い

う
者
も
あ
り
、
暗
殺
を
企
て
る
者
ま
で
登
場
し
て
、
一
頃
、
世
間
の
興
味
を
一

身
に
集
め
た
の
で
あ
つ
た
。
真
相
は
今
日
ま
で
つ
い
に
明
か
に
な
つ
て
い
な
い

が
、
フ
ォ
イ
エ
ル
パ
ッ
ハ
は
カ
ス
パ
ル
に
「
詩
」
を
感
じ
て
こ
れ
を
擁
護
し
、

奇
妙
な
程
、
熱
心
に
、
そ
の
庇
護
に
奔
走
し
た
。
『
カ
ス
パ
ル
・
ハ
ウ
ザ
ア
、

人
間
の
精
神
生
活
に
お
け
る
一
犯
罪
の
例
』
（
一
八
三
二
年
・
五
六
歳
）
、
『
カ
ス

パ
ル
・
ハ
ウ
ザ
ア
回
想
録
』
（
同
年
）
な
ど
は
、
そ
の
経
験
か
ら
の
沈
澱
で
あ

る
。　

一
八
二
九
年
、
フ
ォ
ィ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
卒
中
の
発
作
に
見
舞
わ
れ
た
。
一
八
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）



　
　
　
　
紹
介
と
批
評

三
二
年
、
二
度
目
の
発
作
。
翌
三
三
年
五
月
二
七
日
、
「
聖
霊
降
臨
節
の
月
曜

日
に
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ハ
は
ケ
ー
ニ
ッ
ヒ
シ
ュ
タ
イ
ン
ヘ
遠
乗
り
に
出
か
け
た
。

…
－
帰
路
、
卒
中
が
彼
を
襲
つ
た
。
…
…
彼
は
も
ど
か
し
げ
に
紙
と
鉛
筆
を
手

探
り
し
、
つ
ぎ
の
言
葉
を
書
い
た
。
μ
あ
あ
神
よ
、
私
は
死
に
ま
す
”
」
。
そ
し

て
二
九
日
の
午
前
二
時
、
「
彼
の
生
命
の
炎
の
最
後
の
火
花
が
消
え
た
…
…
」

（
ω
曽
頁
）
。
享
年
は
五
七
歳
六
箇
月
。
福
沢
諭
吉
誕
生
の
前
々
年
の
逝
去
で
あ

つ
た
。

　
三
　
『
パ
ウ
ル
・
ヨ
ハ
ソ
・
ア
ソ
ゼ
ル
ム
・
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
、
或
る
法

律
家
の
生
涯
』
（
一
九
三
四
年
）
は
、
碩
学
、
故
ラ
ー
ト
ブ
ル
ッ
フ
教
授
に
よ
る

フ
ォ
ィ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
伝
記
で
あ
る
。
教
授
は
、
「
十
数
年
間
、
フ
ォ
イ
エ
ル

バ
ハ
家
に
伝
わ
る
草
稿
、
書
き
ち
ら
し
、
手
紙
、
メ
モ
類
が
一
ぽ
い
に
つ
ま
つ

た
木
製
の
大
き
な
物
入
れ
」
を
手
許
に
お
き
、
「
こ
れ
等
を
た
ん
ね
ん
に
読
ん

で
は
メ
モ
を
と
つ
て
居
ら
れ
」
た
が
、
「
幸
か
不
幸
か
、
教
授
が
一
切
の
公
的

活
動
か
ら
追
放
さ
れ
る
こ
と
に
よ
つ
て
」
「
暖
め
に
暖
め
た
年
来
の
テ
ー
マ
と

材
料
」
が
「
体
系
的
に
ま
と
め
」
ら
れ
る
機
会
を
も
つ
た
の
で
あ
つ
た
（
序
ρ

5
頁
）
。

　
そ
こ
に
は
、
実
に
み
ご
と
に
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
性
格
が
活
写
せ
ら
れ

て
い
る
。
「
こ
の
ド
イ
ツ
観
念
論
の
時
代
の
最
大
の
刑
法
学
者
」
は
、
た
し
か
に

稀
代
の
天
才
で
あ
り
、
「
自
由
の
理
念
」
に
突
き
動
か
さ
れ
た
無
類
の
「
熱
血

漢
」
で
も
あ
つ
た
が
、
気
短
か
で
「
無
規
律
で
、
不
愉
快
な
男
」
た
る
を
免
れ

る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
（
＝
“
レ
β
一
9
」
お
頁
）
。
彼
は
、
ま
た
、
「
勲
章
獲

得
の
た
め
の
骨
折
り
を
恥
と
せ
ず
、
バ
イ
ニ
ル
ン
、
ロ
シ
ア
．
ワ
ィ
マ
ル
お
よ

び
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
の
四
つ
の
星
型
勲
章
、
彼
自
身
の
爵
位
、
後
年
得
た
閣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
〇
　
　
　
（
九
三
〇
）

下
の
称
号
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
・
ア
カ
デ
ミ
ー
名
誉
会
員
、
ロ
シ
ア
法
律
委
員
会
顧

問
等
の
顕
職
に
重
き
を
お
き
．
著
書
の
肩
書
に
も
位
階
勲
等
を
麗
々
し
く
連
ね

る
こ
と
を
怠
ら
な
か
つ
た
」
（
置
O
頁
）
。
ひ
と
た
び
良
い
地
位
の
期
待
が
生
じ

る
や
、
み
ず
か
ら
要
求
の
手
紙
も
か
き
、
他
人
に
も
画
策
を
強
請
し
、
「
自
分

は
。
名
誉
に
よ
り
、
名
誉
の
た
め
に
生
き
る
男
で
あ
り
、
も
し
そ
う
な
ら
な
け

れ
ば
敵
の
嘲
笑
の
的
に
な
る
〃
と
」
称
し
て
、
彼
は
、
獲
得
に
「
全
力
を
っ
く

し
た
の
で
あ
」
つ
た
（
一
一
㎝
頁
）
。

　
他
方
、
ラ
教
授
の
評
伝
は
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
を
、
ま
た
、
よ
く
歴
史
の

流
に
お
い
て
捉
え
て
い
る
。
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
生
き
た
五
十
数
年
は
、
ま

さ
に
世
界
史
の
激
動
期
に
当
つ
て
い
た
。
そ
の
誕
生
は
ア
メ
リ
カ
独
立
戦
争
の

始
ま
つ
た
年
で
あ
つ
た
し
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
は
彼
が
十
三
歳
の
時
の
出
来
事
で

あ
つ
た
。
ナ
ポ
レ
ォ
ン
が
帝
位
に
即
い
た
の
は
彼
が
キ
ー
ル
か
ら
ラ
ン
ズ
フ
ー

ト
に
移
つ
た
年
で
あ
つ
た
し
、
そ
の
終
焉
は
p
シ
ア
が
ポ
ー
ラ
ン
ド
を
併
呑
し

た
直
後
の
こ
と
で
あ
つ
た
．
フ
ラ
ン
ス
人
の
軍
靴
高
鳴
る
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
の

町
で
一
七
歳
の
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
が
秘
か
に
イ
ェ
ー
ナ
ヘ
の
逃
亡
を
企
て
る

劇
的
な
姿
は
、
全
篇
に
繰
返
さ
れ
る
運
命
劇
の
一
餉
で
あ
る
。

　
勿
論
の
こ
と
な
が
ら
、
ラ
教
授
の
史
記
は
、
学
説
史
と
い
う
視
角
に
お
い

て
、
最
も
鮮
か
で
あ
る
。
前
記
グ
ロ
ー
ル
マ
γ
と
の
論
争
の
、
い
か
に
活
ぎ
活

き
と
再
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
。
「
熟
考
せ
ら
れ
た
弁
証
法
、
修
辞
的
な
説
得

力
、
自
分
よ
り
も
大
ぎ
か
つ
た
論
敵
の
よ
り
強
い
学
問
的
性
格
が
フ
ォ
イ
エ
ル

バ
ハ
を
勝
た
せ
た
の
で
は
な
い
。
時
の
歴
史
に
よ
つ
て
に
な
わ
れ
た
法
治
国
の

理
念
が
彼
の
側
に
つ
い
て
戦
っ
た
が
ゆ
え
に
、
そ
の
理
念
が
論
敵
に
よ
つ
て
も

原
則
と
し
て
認
め
ら
れ
つ
つ
、
し
か
も
法
治
国
の
要
請
と
矛
盾
す
る
彼
の
論
議



を
内
面
か
ら
弱
め
た
が
ゆ
え
に
こ
そ
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ハ
は
勝
利
を
は
く
し

た
の
で
あ
る
」
。
そ
の
後
の
学
説
の
推
移
に
言
及
す
る
こ
と
も
忘
れ
ら
れ
て
い

な
い
。
「
グ
ロ
1
ル
マ
ン
の
敗
北
は
ま
さ
に
悲
劇
的
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、

一
世
紀
も
し
な
い
う
ち
に
、
リ
ス
ト
の
統
率
の
も
と
に
、
グ
・
ー
ル
マ
ン
に
よ

つ
て
す
で
に
主
張
さ
れ
て
い
た
行
為
者
刑
が
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ハ
か
ら
発
す

る
行
為
刑
に
た
い
し
勝
を
収
め
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
か
ら
」
陰

頁
）
。
歴
史
学
派
の
泰
斗
サ
ヴ
ィ
ニ
イ
と
の
出
合
い
も
興
味
深
い
。
「
”
あ
な
た

は
占
有
に
関
す
る
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
傑
作
を
お
読
み
に
な
り
ま
し
た
か
“
と
、
フ

ォ
イ
エ
ル
バ
ハ
は
フ
ー
フ
ェ
ラ
ン
ト
に
書
い
た
。
μ
ク
ラ
ー
メ
ル
は
『
二
〇
年

こ
の
か
た
、
民
法
で
こ
の
よ
う
な
本
は
書
か
れ
た
こ
と
が
な
い
』
と
申
し
ま
し

た
。
私
は
五
〇
年
来
と
言
わ
ね
ぽ
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
μ
」
（
8
頁
）
．
彼
は

日
記
の
な
か
で
サ
ヴ
ィ
ニ
イ
を
「
学
間
の
巨
人
」
と
呼
ん
だ
（
一
8
頁
）
。
そ
の

「
学
問
の
巨
人
」
の
『
立
法
お
よ
び
法
学
に
関
す
る
現
代
の
使
命
に
つ
い
て
』

に
対
し
ボ
ル
ス
ト
の
著
書
に
寄
せ
た
序
文
の
な
か
で
彼
が
挑
戦
し
た
と
き
、

「
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
は
こ
れ
に
皮
肉
な
昂
然
と
し
た
口
調
で
答
え
」
た
の
で
あ
つ
た

（
N
8
頁
）
．
「
歴
史
は
時
代
精
神
に
樟
さ
し
た
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
説
に
勝
利
を
も
た

ら
し
た
．
後
代
あ
き
ら
か
に
な
つ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
も
し
歴
史
が
フ
ォ
イ
エ

ル
バ
ハ
に
従
つ
て
い
た
な
ら
ぽ
、
多
く
の
点
で
法
の
発
展
に
稗
益
し
た
こ
と
で

あ
ろ
う
」
と
ラ
教
授
が
説
く
部
分
は
（
8
苗
頁
）
、
前
出
グ
ロ
ー
ル
マ
ン
と
の
論

争
を
説
く
部
分
と
対
比
す
る
と
き
、
歴
史
と
い
う
も
の
の
意
味
さ
え
も
考
え
直

さ
せ
ら
れ
る
思
い
が
す
る
．

　
そ
し
て
、
何
よ
り
も
、
ラ
教
授
の
評
伝
の
行
間
に
は
、
”
人
間
”
へ
の
関
心

と
愛
情
が
脈
打
っ
て
い
る
。
『
重
要
犯
罪
の
記
録
に
よ
る
叙
述
』
と
い
う
専
門

　
　
　
紹
介
と
批
評

的
な
著
作
さ
え
、
「
時
代
の
鏡
」
と
評
せ
ら
れ
る
に
と
ど
ま
つ
て
は
い
な
い
。

ま
た
、
こ
れ
を
、
シ
ョ
ル
ツ
と
と
も
に
、
「
ド
イ
ッ
文
学
の
古
典
的
作
品
の
ひ

と
つ
」
と
評
価
す
る
に
も
、
と
ど
ま
つ
て
は
い
な
い
。
「
そ
れ
は
、
フ
ォ
イ
エ

ル
バ
ハ
自
身
の
人
格
を
反
映
す
る
鏡
」
で
あ
つ
た
。
「
な
ん
と
ヴ
ェ
ス
ビ
オ
的

な
熱
情
」
。
「
し
か
し
ま
た
こ
の
奔
放
な
他
人
の
激
情
に
た
い
し
て
、
容
赦
の
な

い
厳
粛
主
義
と
、
さ
ら
に
は
毅
然
た
る
自
己
確
信
と
を
も
つ
て
裁
き
う
る
こ
の

男
の
う
ち
に
、
な
ん
と
仮
借
の
な
い
自
己
批
判
が
ひ
そ
ま
ず
に
い
ら
れ
な
か
つ

た
こ
と
か
！
」
（
N
謹
頁
）
．
我
々
が
帽
を
脱
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
ラ

教
授
の
、
こ
の
、
篤
い
”
人
間
”
へ
の
信
頼
と
、
暖
い
“
人
間
”
の
包
容
で
あ

る
。　

教
授
の
フ
ォ
ィ
エ
ル
バ
ッ
ハ
伝
が
、
伝
記
中
の
白
眉
た
る
こ
と
は
、
疑
う
こ

と
が
で
き
な
い
。

　
四
　
　
『
菊
池
栄
一
・
宮
沢
浩
一
共
訳
、
一
法
律
家
の
生
涯
l
P
・
J
・
ア

ン
ゼ
ル
ム
・
フ
ォ
イ
エ
ル
パ
ハ
伝
（
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
著
作
集
第
七
巻
）
』
（
昭
和

三
八
年
一
月
）
は
、
エ
ー
リ
ク
・
ヴ
ォ
ル
フ
が
増
補
を
施
し
た
一
九
五
七
年
の

第
二
版
に
よ
つ
て
、
故
ラ
ー
ト
ブ
ル
ッ
フ
教
授
の
フ
ォ
ィ
エ
ル
バ
ッ
ハ
伝
を
臼

本
語
に
移
し
た
も
の
で
あ
る
（
引
用
頁
数
が
算
用
数
字
の
も
の
は
こ
の
訳
書
の
頁

数
を
示
す
）
。

　
お
ふ
た
り
が
、
ど
う
い
う
風
に
訳
業
を
分
担
さ
れ
た
の
か
は
、
明
か
に
さ
れ

て
い
な
い
が
、
蓋
し
、
フ
ォ
ィ
エ
ル
バ
ッ
ハ
伝
が
、
最
適
の
訳
者
を
え
た
こ
と

は
、
疑
の
余
地
が
な
い
。
菊
池
教
授
が
著
名
な
ド
イ
ツ
文
学
者
で
あ
る
こ
と
は

今
さ
ら
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
が
、
他
方
、
宮
沢
助
教
授
は
、
ラ
ー
ト
ブ
ル

ッ
フ
教
授
夫
人
と
も
親
交
の
あ
る
優
れ
た
刑
事
学
者
で
、
同
氏
が
、
ド
イ
ツ
語

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
一
　
　
　
（
九
三
一
）



　
　
　
　
紹
介
と
批
評

に
堪
能
で
あ
る
と
と
も
に
、
故
ラ
ー
ト
ブ
ル
ッ
フ
教
授
に
傾
倒
し
て
お
ら
れ
る

こ
と
は
、
周
囲
の
者
の
よ
く
知
る
所
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
訳
書
は
、
ま
こ
と
に
、
親
切
且
っ
周
到
に
作
ら
れ
た
。
原
書
の
写
真
は
肖
像

一
葉
に
す
ぎ
な
い
の
に
、
訳
書
の
巻
頭
に
は
数
葉
の
写
真
が
掲
げ
ら
れ
、
長
文

の
訳
者
ま
え
が
き
に
は
、
フ
ォ
ィ
エ
ル
バ
ッ
ハ
伝
成
立
の
事
情
、
と
く
に
教
授

夫
人
か
ラ
教
授
の
著
作
に
尽
く
し
た
美
し
い
蔭
の
貢
献
が
明
か
に
さ
れ
て
い

る
。
本
文
に
は
、
原
著
の
目
次
と
柱
と
か
ら
割
出
し
て
、
段
落
ご
と
に
小
見
出

し
が
つ
け
ら
れ
、
原
註
も
補
註
も
悉
く
訳
出
さ
れ
た
。
巻
末
の
、
年
表
と
著
作

録
、
あ
と
が
き
、
一
般
的
補
足
、
編
者
に
よ
る
文
献
の
補
足
、
書
評
リ
ス
ト
等

が
、
こ
れ
ま
た
悉
く
訳
出
さ
れ
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
詳
細
な
訳
者
に
よ
る

文
献
の
補
足
が
掲
げ
ら
れ
、
書
評
リ
ス
ト
に
も
邦
語
文
献
が
加
え
ら
れ
、
索
引

も
訳
書
の
頁
数
に
引
直
し
て
附
載
さ
れ
て
い
る
。
最
後
に
こ
れ
も
長
文
の
蹟
を

掲
げ
、
序
の
解
読
、
文
休
、
思
想
的
背
景
な
ど
が
解
説
さ
れ
て
い
る
そ
の
構
成

は
、
訳
書
と
し
て
間
然
す
る
余
地
が
な
い
。
「
知
己
」
が
”
知
已
〃
に
な
つ
て

い
た
り
（
卜
。
一
頁
）
、
言
葉
の
か
ぎ
の
落
ち
て
い
る
所
が
あ
つ
た
り
（
8
頁
）
、

「
あ
て
」
が
“
て
あ
”
と
顛
倒
し
て
い
た
り
（
一
8
頁
）
、
「
ラ
ン
ズ
フ
ー
ト
を

逃
亡
」
が
”
ラ
ン
ズ
フ
ー
ト
に
逃
亡
”
と
な
つ
て
い
る
（
年
表
ω
器
頁
）
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
げ

う
よ
う
な
小
環
瑛
を
除
い
て
は
、
誤
植
の
気
が
な
い
の
も
見
事
で
あ
る
。

　
訳
文
ま
た
す
こ
ぶ
る
流
麗
．
達
意
・
正
確
の
点
も
ほ
ぽ
申
分
な
く
、
お
お
む

ね
安
ん
じ
て
、
原
著
を
離
れ
、
訳
書
に
だ
け
頼
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
。

　
尤
も
、
「
五
年
三
ヵ
月
後
に
な
つ
て
は
じ
め
て
、
や
む
を
え
な
い
理
由
か
ら
、

す
な
わ
ち
、
両
親
は
結
婚
の
体
裁
を
と
と
の
え
る
に
い
た
つ
た
」
（
㎝
頁
）
と
い

う
の
は
、
恐
ら
く
、
”
一
年
三
か
月
後
に
な
っ
て
は
じ
め
て
、
仕
方
な
し
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
二
　
　
　
（
九
三
二
》

両
親
は
夫
婦
に
な
っ
た
”
と
い
う
の
が
本
当
で
あ
ろ
5
し
、
「
法
的
評
価
と
道

徳
的
評
価
と
の
区
別
、
こ
れ
を
で
き
る
だ
け
対
立
的
に
お
く
と
い
う
思
想
も
、

真
の
自
由
主
義
的
概
念
で
あ
る
」
（
ω
。
。
頁
）
と
い
う
の
は
、
恐
ら
く
、
”
法
的
評

価
と
道
徳
的
評
価
と
は
別
の
も
の
で
対
立
す
る
こ
と
さ
え
あ
り
う
る
と
い
う
こ

の
思
想
も
、
一
つ
の
真
に
自
由
主
義
的
な
考
え
方
で
あ
る
”
と
い
う
方
が
適
切

で
あ
ろ
う
。
「
こ
の
手
紙
は
」
母
親
の
「
唯
一
の
立
証
証
拠
で
あ
る
」
（
器
頁
）

と
い
う
の
は
、
”
唯
一
の
記
録
文
書
で
あ
る
”
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
と
思

わ
れ
る
し
、
「
刑
罰
が
前
も
つ
て
法
律
中
に
規
定
さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
す
で
に

法
を
破
る
傾
向
の
あ
る
者
を
現
実
的
な
犯
行
か
ら
威
嚇
す
る
こ
と
が
合
目
的
的

で
は
あ
る
が
、
こ
れ
は
刑
罰
の
本
質
に
と
つ
て
は
か
な
ら
ず
し
も
必
要
で
は
な

い
」
（
臼
頁
）
と
い
う
の
は
、
”
…
…
な
ら
ば
、
こ
の
こ
と
は
、
：
・
：
あ
る
者
を

威
嚇
し
て
実
際
に
犯
行
さ
せ
な
い
た
め
に
は
憧
か
に
合
目
的
的
だ
が
、
刑
罰
の

本
質
に
と
つ
て
必
要
な
わ
け
で
は
な
い
・
と
い
う
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
か
。

「
た
し
か
に
、
は
げ
し
い
幸
福
の
瞬
間
、
こ
れ
は
彼
ら
の
あ
い
だ
の
重
苦
し
い

気
分
と
苦
痛
の
日
々
、
週
日
と
同
じ
く
、
荒
々
し
く
も
ま
た
は
げ
し
い
．
だ

が
」
（
一
宝
頁
）
と
い
う
の
は
、
多
分
、
〃
た
し
か
に
、
強
く
烈
し
い
甚
幸
の
時
聞

　
　
　
　
　
　
　
か
ん

も
あ
つ
た
し
、
そ
の
間
に
不
快
と
傷
心
の
幾
日
幾
週
も
あ
つ
た
。
し
か
し
”
と

い
う
の
が
真
義
で
あ
ろ
う
し
、
「
ほ
か
に
異
な
る
こ
と
の
な
い
一
般
の
農
民
」

（
一
8
頁
）
と
い
う
の
は
、
多
分
、
”
普
通
の
愚
直
な
百
姓
達
”
と
い
う
方
が
真

義
に
近
い
で
あ
ろ
う
．
「
私
は
悪
戦
苦
闘
し
て
い
る
」
（
一
。
o
Q
頁
）
と
い
う
の
は
、

”
私
は
万
難
を
排
し
て
も
進
み
ま
す
ぞ
”
と
あ
る
方
が
分
か
り
や
す
い
で
あ
ろ

う
し
、
「
ま
あ
一
度
来
て
ご
ら
ん
な
さ
い
。
そ
し
て
青
と
白
以
外
の
色
を
お
び

る
こ
と
を
御
期
待
あ
れ
」
（
b
。
一
・
。
頁
）
と
い
う
の
は
、
”
…
…
そ
し
て
我
々
に
青



と
白
（
バ
イ
エ
ル
γ
の
旗
）
以
外
の
旗
を
か
つ
ぐ
よ
う
に
要
求
し
て
み
る
が
よ

ろ
し
い
”
と
い
う
意
味
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
た
し
か
に
、
改
訳
の
余
地

は
、
な
い
で
も
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
．
編
者
と
二
人
の
訳
者
と
が
口
を
揃
え

て
い
う
よ
う
に
．
「
若
い
法
律
家
の
た
ま
し
い
を
法
学
に
親
し
ま
せ
る
最
良
の

方
法
は
、
彼
ら
に
偉
大
な
法
律
家
の
伝
記
を
読
ま
せ
る
こ
と
で
あ
」
り
、
そ
の

た
め
に
フ
ォ
ィ
エ
ル
バ
ッ
ハ
伝
が
適
切
だ
と
い
う
な
ら
、
書
籍
そ
の
も
の
を

（
せ
め
て
原
著
の
程
度
に
）
小
さ
く
軽
い
も
の
と
す
る
こ
と
の
ほ
か
に
、
訳
文

も
、
総
じ
て
、
も
つ
と
も
つ
と
易
し
い
言
葉
で
綴
ら
る
べ
き
で
あ
つ
た
ろ
う
。

　
だ
が
、
出
来
上
つ
た
も
の
を
前
に
し
て
、
暇
瑛
を
見
出
し
、
註
文
を
っ
け
る

こ
と
は
、
す
こ
ぶ
る
易
し
い
．
間
題
は
、
誰
が
最
初
に
”
日
本
の
文
化
財
“
に

一
書
を
加
え
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
人
は
、
原
著
な
し
に
、
こ
の
訳
書
を
よ
ん
で
、
充
分
に
フ
ォ
ィ
エ
ル
バ
ッ
ハ

を
知
り
、
そ
の
時
代
を
知
り
、
神
の
摂
理
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
人
は
．
日

本
語
に
よ
つ
て
、
叡
智
に
与
り
、
感
動
を
覚
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
、

翻
訳
の
成
功
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
指
摘
し
た
暇
疵
お
よ
び
こ
れ
に
類

す
る
蝦
疵
が
、
仮
に
指
摘
老
側
の
正
し
く
し
て
、
真
実
蝦
疵
で
あ
っ
た
に
し
て

も
、
鍛
瑛
は
、
し
か
く
、
小
さ
な
瑠
瑛
に
す
ぎ
な
い
。

　
原
著
が
優
れ
た
作
品
で
あ
る
こ
と
は
既
に
言
つ
た
。
訳
書
は
、
か
く
て
、
”
日

本
の
文
化
財
”
に
、
美
事
な
拡
が
り
を
附
加
し
た
も
の
と
い
え
る
。

　
菊
池
、
宮
沢
両
教
授
の
こ
の
訳
業
は
、
ま
こ
と
に
立
派
な
仕
事
で
あ
つ
た
、

と
私
は
考
え
る
。
（
写
真
の
ほ
か
、
前
置
二
八
頁
、
序
お
よ
び
目
次
六
頁
、
本
文
三

二
二
頁
、
後
置
三
八
頁
、
索
引
一
〇
頁
．
東
京
大
学
出
版
会
発
行
。
九
八
○
円
）
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介
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